
                                     

 

津市監査委員告示第４号 

 市長が監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に

基づく通知があったので、その要旨を次のとおり公表する。 

 令和８年６月３日 

 

                   

津市監査委員 嶌 田 光 伸 

                                津市監査委員 安 井 広 伸 

津市監査委員 片 山   光 

津市監査委員 伊 藤 哲 也 
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１ 平成２６年３月３日付け監査委員告示第１号公表分 

 美杉総合支所 

地域振興課 

監査の結果 

 

レークサイド君ケ野の経営改善について 

レークサイド君ケ野について、同施設の収支状況は、 

実質的な単年度収支を見ると平成２５年度（平成２５ 

年８月末現在）は９００万円を、平成２４年度は１， 

６００万円をそれぞれ超える赤字（美杉総合支所地域 

振興課調べ）が生じている。平成２４年度においては、 

メニューの見直しにより賄材料費の削減などに努め、

平成２３年度に比べ、収支は改善されたものの依然と

して赤字であり、利用者数も減少していることから、

一層の経営改善に努められたい。 

措置の内容  レークサイド君ケ野は、昭和４９年に設置され供用

開始後５０年が経過しており施設及び設備の老朽化が

著しいこと、利用の需要が低下し利用者数の回復が見

込めないこと、収支については慢性的な赤字状態にあ

ったことなどから経営改善が困難な状況であった。 

 関係団体や民間事業者からサウンディング型市場調

査を実施したが提案はなかった。 

 また、地域からは「レークサイド君ケ野の廃止はや

むを得ない」とのご意見をいただいていた。 

 このようなことから、津市公共施設等総合管理計画

推進会議において同施設の廃止の方針を決定し、令和

７年第４回定例会に津市レークサイド君ケ野の設置及

び管理に関する条例廃止議案を提出し議決をいただい 

たので令和８年３月３１日をもって同施設を廃止した。 

２ 令和６年８月２６日付け監査委員告示第５号公表分 

⑴ 白山総合支所 

  地域振興課（リバーパーク真見管理組合） 

監査の結果 条例施行規則を遵守した浄化槽管理費の徴収につい

て 



                                     

 

津市リバーパーク真見の設置及び管理に関する条例

第１６条第２項（別表第１）の備考４において、滞在

型施設を長期に使用する場合の利用料金には浄化槽管

理費等を「含まないものとする」と定め、条例施行規

則第９条第２項（以下「規則」という。）では、浄化

槽管理費は実費の合計額を指定管理者が交付する納入

通知書により納入しなければならないとされている。 

 過去の監査において、滞在型施設の浄化槽管理費を

実費で徴収せず、利用料金に含めて一律２５，０００

円を徴収していたため、規則に矛盾しているとの指摘

がなされ、施設所管課より、規則に基づき浄化槽管理

費を適正に徴収、処理を行うよう改めたとの措置報告

がなされた。 

 しかしながら、依然として、指定管理者は一律２５，

０００円を浄化槽管理費として徴収しており、利用料 

金と区分されてはいるものの、実費による浄化槽管理 

費を徴収していなかった。 

 長年にわたり規則違反の状態が続いていることから、

早急に実費で浄化槽管理費を徴収する方法を検討し、 

規則違反状態を解消されたい。 

措置の内容  浄化槽維持管理に係る費用については、算定方法を 

明確にするため条例施行規則の改正を行い、令和８年 

度からリバーパーク全体に係る浄化槽管理費を基礎に、 

滞在型施設の負担割合（滞在型施設と指定管理者が管

理する施設の当該年度の水道使用量に応じて算定した

割合）を乗じて得た額を滞在型施設数（２２棟）で除

して得た金額を一棟当たりの浄化槽管理費として徴収

することとした。 

３ 令和７年２月１４日付け監査委員告示第１号公表分 

⑴ 白山総合支所 

    地域振興課 

監査の結果 消防法その他関係法令の遵守について 



                                     

 

令和５年度・令和６年度わかすぎの里消防用設備保 

守点検業務及び津市白山農民研修所（津市白山公民館） 

消防設備保守点検業務のうち機器点検については、仕

様書に基づき、令和５年７月、令和６年２月、同年７

月に実施されていたが、令和５年７月から令和６年２

月までの期間は、消防法第１７条の３の３の規定等に

定める６月に１回の点検期間を超過していた。 

今後は、このようなことがないよう、消防法その他

関係法令を遵守した保守点検を徹底されたい。 

措置の内容  消防用設備保守点検業務の令和７年度の設備点検の

実施時期について、仕様書に令和７年７月及び令和８

年１月と規定し、消防法第１７条の３の３に定める６

月に１回の点検期間を遵守し、適正に実施した。 

 ⑵ 白山総合支所 

    市民福祉課 

監査の結果 消防法その他関係法令の遵守について 

令和５年度・令和６年度白山保健福祉センター消防

用設備保守点検業務のうち機器点検については、仕様

書に基づき、令和５年９月、令和６年２月、同年９月

に実施されていたが、令和６年２月から同年９月まで

の期間は、消防法第１７条の３の３の規定等に定める

６月に１回の点検期間を超過していた。 

今後は、このようなことがないよう、消防法その他

関係法令を遵守した保守点検を徹底されたい。 

措置の内容  消防用設備保守点検業務の令和７年度の設備点検の

実施時期について、仕様書に令和７年８月及び令和８

年２月と規定し、消防法第１７条の３の３に定める６

月に１回の点検期間を遵守し、適正に実施した。 

４ 令和７年８月２２日付け監査委員告示第１１号公表分 

⑴ 市民部 

  市民課（ＰＦＩ津市斎場株式会社） 

監査の結果 事業報告書の提出について 



                                     

 

津市斎場の設置及び管理に関する条例第１１条第１

項において、指定管理者は、毎年度終了後３０日以内

に、斎場の管理業務の実施状況及び利用状況等を記載

した事業報告書を作成し、市長に提出することとされ

ている。 

しかしながら、令和３年度、令和４年度及び令和５

年度の同施設の年次報告書はいずれもこの期間を超え

て提出されていた。 

今後はこのようなことがないよう、同条例を遵守さ

れたい。 

措置の内容  斎場管理業務の実施状況と利用状況は、毎月ごとに

月次報告書の提出を受け、内容を確認しているところ

であるが、津市斎場の設置及び管理に関する条例第１

１条に定める報告書については、年次報告書の提出日

が、毎年度終了後３０日以内という提出期限を超えて

おり、市民課から適切な指示を行うことができていな

かったため、今後はこのようなことがないよう市、指

定管理者ともに法令遵守に努める。 

これについて、令和６年度の実施状況及び利用状況

を明記した年次報告書においては、令和７年４月２４

日のモニタリング会議において期限内に提出するよう

に指示し、３０日以内となる令和７年４月３０日付け

で提出を受けたところである。 

 ⑵ 白山総合支所 

    地域振興課（青山高原保健休養地管理株式会社）     

監査の結果 行政財産使用許可等について 

青山高原保健休養地内で、指定管理者が自主事業を 

行っているパターゴルフ場を含む複数の施設について、 

津市財産に関する条例に定める行政財産使用許可等の

必要な手続きがされていなかったことから、使用の実

態に応じ、所要の措置を講じられたい。 



                                     

 

措置の内容  パターゴルフ場施設については、使用の実態に応じ

た施設内容となるよう、令和８年４月１日付けで条例

を改正し、フリーサイト・貸切ドッグラン施設へ転用 

した。また、指定管理者が設置した施設（山荘、倉庫、 

車庫、待機所及び草刈機倉庫）については、行政財産

使用許可の手続を行った。 

５ 令和８年２月２０日付け監査委員告示第１号公表分 

 ⑴ スポーツ文化振興部 

  スポーツ振興課 

監査の結果 津市スポーツ振興基金活用事業補助金に係る審査の

形骸化について 

津市スポーツ振興基金活用事業補助金については、 

交付要綱第２条第１項で交付の対象となる経費を定め、 

応募要領で補助対象経費の内容、摘要要件及び限度額

を定めている。 

しかしながら、応募要領において、宿泊費の摘要要

件を「１泊２食付きなどの代金については、宿泊に要

する費用のみを対象とする。」と定めているところ、

朝食料金を含めた宿泊費全額を補助対象経費と認定し

た事例や、旅費の旅客運賃について限度額を「実費の

２分の１」と定めているところ、旅客運賃全額を補助

対象経費として認定した事例など、応募要領に反した

審査事例が散見された。 

当該補助金審査に形骸化が見られることから、改め

て応募要領に基づく審査を行うなど、令和６年度及び

７年度の補助金について所要の措置を講じられたい。 

措置の内容  指摘事項に関しては、当課による確認不足に起因し

て生じたものであり、このことは大いに反省するとと

もに、審査に当たって厳格かつ適正に行えるよう、当

該補助金担当者のみならず課全体で改めて当該補助金

応募要領の確認を行い、審査に当たっている。その上

で、改めて申請書類等を見直した結果、令和６年度分



                                     

 

においては３団体（２団体が宿泊費、１団体が旅費）

が該当していたため、各団体に聞き取りを行い、収支

決算書の誤記載のほか、提出資料と実情が異なってい

たことが判明した。そのため、各団体には事業実績報

告書の修正や補足説明を文書により行うよう指導し、

修正依頼等文書が提出された。これを受けて、当課に

おいて当該文書の精査を行い、いずれも当該補助金応

募要領のとおり適正に補助金が活用されていたと判断

できたことから文書の受理及び補足申出の承認を行っ

た。 

 結果として補助金の返還を求めるまでに至らなかっ

たが、３団体に対しては、今後はこのようなことがな

いよう、当該補助金応募要領に従い、適正な補助金の

活用に努めるよう改めて指導した。 

 また、令和７年度分においては前述の３団体とは別 

の１団体（宿泊費）が該当していることが判明したが、 

当該団体より事業計画変更の届出がなされ、当該補助

金応募要領のとおりの活用に改められ、その後の事業 

実績報告においても適正な補助金の活用が確認できた。 

 今後も、交付申請等の機会に全ての申請者に対して

応募要領の遵守をお願いするとともに、審査に当たっ

ては当該要領等に従い適正に行うよう、課内で徹底す

る。 

⑵ 健康福祉部 

ア 高齢福祉課 

監査の結果 市営駐車場駐車券の適正な在庫管理の徹底について 

津市まん中老人福祉センターの利用者に配布する市

営駐車場駐車券については、同施設の指定管理者が保

管する分を含め、令和６年度末で３９８万１，２００

円分の残高があったが、このうち３００万円分を令和

７年度に払戻しをしていた。 

このような多額の払戻しをするに至った要因は、新



                                     

 

型コロナウイルス感染症の影響により令和２年度から

令和６年度までの利用者数が減少していたにも関わら

ず、利用者が減少する前の実績に基づき駐車券を購入

していたことによるものである。 

駐車券の払戻しは令和７年４月１日にフェニックス

通り駐車場が民営化されたことによるもので、払戻し

がされていなければ多額の在庫を抱える状態が継続す

ることとなっていた。 

今後は、現有残高と使用見込みを十分に見極めた上

で真に必要な予算を計上し、適正な在庫管理を徹底さ

れたい。 

措置の内容  駐車券の直近の利用実績及び保有在庫を踏まえて予

算計上を行い、適正な在庫管理を徹底していく。 

イ 援護課 

監査の結果 延滞金免除に係る決裁の徹底について 

生活保護法第６３条による返還金、生活保護法第７

８条による徴収金及び過年度戻入金については、津市

税外収入金延滞金減免取扱要綱第２条第１１号の規定

に基づき減免基準を定め、これらの債権に係る延滞金

を免除している。 

しかしながら、免除した全ての債権に対して、免除

決定に係る決裁がなされていなかった。 

延滞金の免除に関することについては、津市事務専

決規程第５条において、課長決裁と定められているこ

とから、専決権者による決裁を徹底されたい。 

措置の内容  令和７年１２月分から延滞金を免除した債権につい

て、債権免除に係る決裁を行っている。 

 今後も専決権者（課長）による決裁を徹底する。 

⑶ 都市計画部 

ア 都市政策課 

監査の結果 津市事務専決規程の遵守について 

津市都市マスタープラン等策定業務委託の契約締結



                                     

 

に係る決裁について、契約金額が２，５７２万９，０

００円であるため、津市事務専決規程第５条の規定に

基づき、副市長決裁（１，０００万円以上）とすべき

ところ、部長決裁（３００万円以上１，０００万円未

満）により決裁されていた。 

今後は、このようなことがないよう、同規程を遵守

した契約事務を徹底されたい。 

措置の内容  津市事務専決規程を遵守し、複数の担当者による確

認を徹底することとし、適正な事務処理に努める。 

イ 交通政策課 

監査の結果 (ア) 津市事務専決規程の遵守について 

令和６年度津市公共交通活性化協議会負担金の支払

に係る決裁について、支払額が１，１１９万５，００

０円であるため、津市事務専決規程第５条の規定に基

づき、副市長決裁（１，０００万円以上）とすべきと 

ころ、部長決裁（３００万円以上１，０００万円未満）

で支払を決定していた。 

 今後は、このようなことがないよう、同規程を遵守

されたい。 

措置の内容  津市事務専決規程を遵守し、複数の担当者による確

認を徹底することとし、適正な事務処理に努める。 

 

監査の結果 (イ) 法令を遵守した公金事務の徹底について 

コミュニティバス運行業務委託に係る運賃の徴収に 

係る業務ついては、仕様書で業務内容を定めているが、 

仕様書の業務内容に引用した地方自治法の条文が誤っ

ていたことから、適正な内容で業務が発注されていな

かった。 

また、当該徴収業務は公金事務を私人へ委託するも

のであることから、同法第２４３条の２第２項の規定

に基づく告示を実施するとともに、津市会計規則第１

６条の規定に基づく事務を実施すべきところ、これら



                                     

 

の事務が実施されていなかった。 

 当該業務は市民から預かっている貴重な財産である

公金を取り扱う業務であることから、適正な仕様によ 

る発注及び法令を遵守した事務の執行を徹底されたい。 

措置の内容  コミュニティバス運行業務委託に係る運賃の徴収に

係る業務については、仕様書における地方自治法の引

用条文について、誤りを訂正し発注を実施した。 

 公金事務の委託に係る手続については、地方自治法

第２４３条の２第２項の規定に基づき、当該事務の委

託に関する告示を実施し、津市会計規則第１６条の規

定に基づき、必要な手続を改めた運用体制へと是正し

た。 

 ⑷ 美杉総合支所 

    地域振興課     

監査の結果 津市公印規則の遵守について 

名松線９０周年記念事業業務委託に係る契約の締結

については、津市支所及び出張所処務規程に基づき、

決裁区分が副総合支所長となっている。この委託契約

書に使用する公印は、津市公印規則第３条の規定によ

り、総務課が取り扱う市長印を使用すべきところ、課

長専決事項の専用公印を使用していた。 

今後は、このようなことがないよう、同規則を遵守

した契約事務を徹底されたい。 

措置の内容  本件は、事務担当者の公印規則の誤認により発生し

た事案である。今後、同様の誤りを二度と生じさせな

いよう再発防止に万全を期すため、課内での確認体制

を整備した。契約締結に係る事務を行う際には、決裁

区分の確認と併せて、使用すべき公印の取扱いについ

て、必ず関係規程等（津市公印規則、津市支所及び出

張所処務規程等）を確認する。押印前には、複数の担

当者による確認の上、上司の確認を受けるなどチェッ

ク体制を強化し、規則遵守を徹底して、適正な契約事



                                     

 

務の執行に努める。 

 


